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公立大学法人岐阜県立看護大学の第２期中期目標(案)の概要 

 

【１】 目標の概要 

＜根拠法令等＞ 

 地方独立行政法人法（以下「法」という。）第２５条の規定により、設立団体の長（知 

事）が、法人が達成すべき業務運営に関する目標を定め、法人に指示するもの。 

 

＜中期目標期間＞ 

中期目標期間は６年間（法第７８条１項） 

現在の第１期中期目標（目標期間：平成２２年度～平成２７年度）が平成２７年度末 

で期間満了となるため、見直しを行い、第２期中期目標（同：平成２８年度～平成３３ 

年度）を策定する。 

 

＜中期目標において定めるべき事項＞（法第２５条２項、法第７８条２項） 

１．中期目標期間（６年間） 

２．住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

３．業務運営の改善及び効率化に関する事項 

４．財務内容の改善に関する事項 

５．教育及び研究並びに組織及び運営の状況についての自己点検・評価並びに当該状 

況に係る情報の提供に関する事項 

６．その他業務運営に関する重要事項 

 

＜策定手続き＞ 

 県評価委員会及び法人からの意見聴取の後、当該意見に配慮のうえ、県議会の議決 

を経て公表する。（法第２５条１項及び３項、法第７８条３項） 

  

 

【２】 今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年 ７月 県評価委員会に対して、中期目標（案）の提示 

平成２７年 ８月 県評価委員会から中期目標（案）について意見の聴取 

         パプリックコメントの実施 

平成２７年１１月 県評価委員会に対して、中期目標（案）の最終報告 

平成２７年１２月 県議会議決・法人へ指示 

 

資料５ 
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【３】 策定の方向性 

＜背景＞ 

近年、医療の高度化・専門化や疾病構造・人口構造の変化により、看護職者には高

度な知識・技術や変化に対応できる能力が求められている。また、県内においては看

護系大学が増加し、県民への質の高い看護提供の可能性が高まる一方で、学生確保・

教員確保等における大学間競争が激しさを増すことが予想される。 

 

＜方向性＞ 

岐阜県立看護大学がより一層質の高い教育研究を行い、県内の看護サービスの質の

向上に引き続き貢献するとともに、大学・大学院としての魅力を高めていくよう第２

期中期目標においては以下の点を重点的に求めることとする。 

・看護実践の課題の解決に取り組み改善・改革できる人材の育成 ① 

・看護実践の改善・改革のリーダーとなる人材の育成 ② 

・卒業者のキャリアアップ支援体制の充実 ③ 

 ・県内就職の促進、県内看護職の生涯学習の推進等による地域貢献の充実 ④ 

 ・国際的な学術交流等による魅力ある教育研究環境づくり ⑤ 

 ・地方独立行政法人の業務改善 ⑥ 

 

第２期中期目標における主な追加（案） 

〔第２ 教育研究の質の向上に関する目標〕 

○博士後期課程における看護実践の研究能力を付与する教育を担う人材の育成（②） 

  ・県内で看護学の大学院博士課程設置の唯一の大学。特に、介護現場での指導的 

役割を果たせる人材の育成を期待 

○卒業者・修了者に対する支援（③） 

  ・卒業修了後の支援で県内看護の質の向上に繋げる。早期離職防止、支援体制の 

必要性。 

○県内就職率６０％の数値目標の設定（④） 

  ・県内就職率は、県内看護系大学が増加する中で一層県立大学としての役割を明 

確にする必要性。 

○研究成果の積極的かつ分かりやすい公表（⑤） 

  ・研究が県内看護職の質の向上につなげるため公表の重要性。 

○看護実践研究指導事業の推進（①） 

  ・重要事業である看護実践研究指導事業を追記 

○海外看護系大学との学術交流の推進（⑤） 

  ・海外看護系大学との連携で、魅力ある教育研究環境、レベルの高い教育研究を 

推進 

○県内地方自治体との連携（④） 

  ・県内の保健医療機関と連携し、教育研究を進めたが、今後は市町村との連携を 

期待し追記。 
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〔第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標〕 

○コンプライアンスの徹底（⑥） 

  ・不正事案が社会問題化し、大学活動全般において法令遵守の徹底を図る必要。 

○教員の教育研究環境の整備（⑤） 

  ・質の高い教員を確保するため教員を惹きつける施設設備など教育研究環境の充 

実が必要 

○職員の評価制度の改善（⑥） 

   ・事務員評価制度は既に構築済のため、必要に応じ改善の必要。 

 

〔第４ 財務内容の改善に関する目標〕 

 ○長期財政計画を策定し、それに基づいた経営（⑥） 

   ・中期計画期間の先を見据えた長期的な経営を行っていく必要性。 

  ○経費削減につながる予算の執行（⑥） 

    ・複数年契約や物品一括購入など経費削減につながる予算執行に努める。 

 

〔第５ 自己点検・評価並びに情報の提供に関する目標〕 

  ○広報活動の充実（⑥） 

    ・大学事業全般の広報を充実させ、全国的認知度の向上の必要性。 

 

〔第６ その他業務運営に関する重要目標〕 

○大学の施設・設備の常時点検の推進、長期修繕計画による計画的な維持管理（⑥） 

  ・施設老朽化のため常時点検し、故障箇所を把握。施設・設備の計画的な維持 

管理の必要性。 


